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地方独立行政法人埼玉県立病院機構 
業務委託低入札価格調査制度実施要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構が発注する埼玉県物品

等競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に登録された者を入札の対

象とする業務委託（ただし、名簿の物品の販売、物品の賃貸又は印刷の請負に

登録された者を入札の対象とする場合は、物品調達、物品の賃貸又は印刷業務

を含まない業務委託とする。）の契約（以下「建設工事に係る業務以外の業務委

託」という。）に係る入札について、低入札価格調査における落札者（地方独立

行政法人埼玉県立病院機構一般競争入札（事後審査型）執行要綱における落札

候補者を含む。以下同じ。）を決定するために必要な事項を定め、もって品質の

低下を未然に防止し、適正な履行の確保を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

 一 低入札価格調査 地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規

程（以下「契約事務取扱規程」という。）第９条第１項（契約事務取扱規程

第18条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、「予定価格の制

限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価

格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないお

それがある」か否か、又は契約事務取扱規程第10条第２項（契約事務取扱

規程第18条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、「落札者と

なるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の

内容に適合した履行がされないおそれがある」か否かを判断するために実

施する調査をいう。 

 二 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。 

 三 失格基準価格 第一号に掲げる契約事務取扱規程の規定による「契約の

内容に適合した履行がされないおそれがある」と判断する基準となる価格

をいう。 

 四 低入札価格調査対象者 調査基準価格を下回る価格をもって入札をし

た者をいう。 

 五 低価格入札者 低入札価格調査対象者のうち、第９条に該当しない者を

いう。ただし、総合評価方式による入札においては、低価格入札者のうち

適用する落札者決定基準等による失格判断に該当しない者をいう。 

 六 第１順位者 低価格入札者のうち最低価格入札者をいう。ただし、総合

評価方式による入札においては、評価値が最も高い者をいう。 

 七 失格 第一号に掲げる契約事務取扱規程の規定により落札者としない

ことをいう。 

 八 決裁権者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構会計実施規程別表第４

の決裁区分による決裁権者をいう。 

 九 資格審査委員会 業者選定委員会等をいう。 
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 十 理事長等 理事長又は発注機関の長をいう。 

 十一 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札をいう。 

 十二 上限値 第４条第１項第一号のただし書及び同条第二号における10

分の９．２又は10分の９をいう。 

 十三 下限値 第４条第１項第一号のただし書及び同条第二号における10

分の７．５又は３分の２をいう。 

 十四 請負 民法第632条に規定する請負をいう。 

 十五 工事系業務 雑草刈払いや樹木伐採等、積算体系を工事とする業務委

託をいう。 

 十六 建物管理業務 建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運

転・監視、清掃、執務環境測定等及び警備並びに廃棄物処理に関する業務

をいう。 

 十七 特別なもの 決裁権者が予定価格算出に当たり、第４条第一号の別表

１により計上することが困難と認めた業務をいう。 

 

 （対象となる入札） 

第３条 低入札価格調査制度の対象は、請負に区分される建設工事に係る業務以

外の業務委託のうち、次の各号に定める競争入札とする。ただし、この要領と

は別に定めた低入札価格調査制度実施要領等により行うものを除く。 

  一 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の政府調達に関す

る規定の適用を受ける入札 

  二 総合評価方式による入札 

 

 （調査基準価格の設定） 

第４条 調査基準価格は、次の各号により定めるものとする。 

  一 別表１に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となっ

た同表に掲げる①から④の合計額に100分の110を乗じた額とする。 

    ただし、工事系業務及び建物管理業務は、その額が予定価格に10分の

９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の９．２を乗じた額

とし、予定価格に10分の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては

10分の７．５を乗じた額とし、工事系業務及び建物管理業務に該当しない

業務は、その額が予定価格に10分の９を乗じて得た額を超える場合にあっ

ては、10分の９を乗じた額とし、予定価格に３分の２を乗じて得た額に満

たない場合にあっては３分の２を乗じた額とする。 

  二 特別なものの場合は、工事系業務及び建物管理業務については、予定価

格に10分の７．５から10分の９．２までの範囲内で、工事系業務及び建物

管理業務に該当しない業務については、予定価格に３分の２から10分の９

までの範囲内で決裁権者が定める値を乗じた額とする。 

  三 算出に当たっては、第一号の①から④の額を合計した段階で千円未満の

端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとする。 

    また、第一号のただし書及び第二号の特別なものについては、予定価格

の税抜きで計算を行うものとし、千円未満の端数を切り捨て、端数整理後
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の額に100分の110を乗じた額とする。ただし、下限値を使う場合、又は端

数整理後の額が予定価格の税抜きに下限値を乗じた額を下回る場合は、千

円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とす

る。 

 

 （失格基準価格の設定） 

第５条 失格基準価格は、次の各号により定めるものとする。 

 一 予定価格算出の基礎となった別表２に掲げる①から④の合計額に100分

の110を乗じた額とする。ただし、工事系業務及び建物管理業務については、

その額が予定価格に10分の７．５を乗じて得た額に満たない場合は予定価

格に10分の７．５を乗じた額とし、土木系コンサルタント業務は、その額

が予定価格に10分の６．５を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に10

分の６．５を乗じた額とする。また、第４条第１項第一号の規定により調

査基準価格を定めた業務であって別表２を適用できない場合は予定価格

に10分の６．５を乗じた額とする。 

 二 第４条第１項第一号のただし書の規定により調査基準価格を定めた場

合は、その上限値又は下限値の額を調査基準価格の算出式により求めた額

に対する失格基準価格の算定式により求めた額の割合（小数点以下第３位

を四捨五入）で按分して求めた額に100分の110を乗じた額とする。ただし、

工事系業務及び建物管理業務は、その額が予定価格に10分の７．５を乗じ

て得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の７．５を乗じた額と

し、工事系業務及び建物管理業務に該当しない業務は、その額が予定価格

に10分の６．５を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に10分の６．５

を乗じた額とする。また、別表２を適用できない場合は予定価格に10分の

６．５を乗じた額とする。 

 三 第４条第１項第二号の規定により調査基準価格を定めた場合は、第一号

及び第二号にかかわらず、調査基準価格を下回る範囲で、決裁権者が定め

る額とする。 

 四 算出に当たっては、別表２に掲げる①から④の額を合計した段階で千円

未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとする。 

   また、第一号のただし書の規定については、予定価格の税抜きで計算を

行うものとし、千円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110

を乗じた額とする。 

 五 第二号による算出に当たっては、それぞれ税抜きの千円未満の端数を切

り捨てた額で割合を算出し、按分して求めた額の千円未満の端数は切り捨

て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとする。 

   また、第二号のただし書の規定による場合は、予定価格の税抜きで計算

を行うものとし、千円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の

110を乗じた額とする。 

２ 第１項の規定は、決裁権者が失格基準価格を設けることが適当でないと判断

するものについては設けないことができる。 
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 （予定価格調書への調査基準価格の記載） 

第６条 予定価格調書には、予定価格及び入札書比較価格のほかに、調査基準価格

を記載するとともに、当該調査基準価格に１１０分の１００を乗じて得た金額を

記載するものとする。 

２ 予定価格調書には、第１項に定める調査基準価格のほかに、失格基準価格に

ついても調査基準価格と同様に記載するものとする。ただし、第５条第２項の

規定により、失格基準価格を設けない場合は、この限りではない。 

 

 （入札参加者への周知） 

第７条 入札の執行に当たっては、入札公告又は入札説明書に次の各号に定める

事項を記載するものとする。 

  一 調査基準価格が設定されていること。 

  二 失格基準価格の設定があること又はないこと。 

  三 失格基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、失格となるこ

と。 

  四 低入札価格調査対象者は、低入札価格調査を実施した上で、落札者とす

るか否かを決定すること。 

  五 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならないこと。 

  六 低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日

までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなされ失格とな

ること。 

  七 落札者の決定方法に関すること。 

 

 （落札者決定の保留） 

第８条 入札の結果、低入札価格調査対象者があるときは、落札者の決定を保留

する。 

 

 （失格基準価格による判定） 

第９条 低入札価格調査対象者のうち、第５条で定めた失格基準価格を下回る価

格をもって入札をした者は、失格とする。 

 

 （低価格入札者に対する調査） 

第10条 発注機関の長は、第１順位者のほか、複数の低価格入札者がいる場合に

おいては、調査基準価格との乖離の状況や総合評価方式における評価値を勘案

して、次順位者以降、複数の低価格入札者に対し調査を並行して実施できるも

のとする。 

 

 （低価格入札者に対する調査の実施） 

第11条 発注機関の長は、低価格入札者に対し、次の各号に定める事項につい

て、確認するための調査を実施するものとする。ただし、当該調査事項の全て

について調査を行うことが困難とする事情があるときは、一部についてのみ調

査を行うことができる。 
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  一 入札金額の決定理由 

  二 入札金額見積内訳書の内容 

  三 配置予定技術者の具体的体制及びその経歴 

  四 現在の受託業務の状況及び配置予定の技術者の状況 

  五 過去に受注した類似業務の状況 

  六 再委託代金の支払状況 

  七 その他必要な事項 

２ 発注機関の長は、低価格入札者等に係る前項の内容について、低入札価格調

査票（別添様式）を作成するものとする。 

３ 低価格入札者に対する調査の実施については、低価格入札者に対する調査実

施を通知した日の翌日から起算して５日以内とする。ただし、土曜、日曜、祝

日等は含まないものとする。 

４ 発注機関の長は、調査の結果について、当該競争入札の審査を所掌する資格

審査委員会に係る理事長等に報告するものとする。 

 

 （低価格入札者に対する調査の期間） 

第12条 低価格入札者に対する調査の実施に当たっては、原則として前条第３項

の通知日の翌日から起算して14日以内に低価格入札者を落札者とするか否かを

決定し通知するものとする。ただし、土曜、日曜、祝日等は含まないものとす

る。 

 

 （低価格入札者を失格とするか否かの決定） 

第13条 理事長等は、第11条の低入札価格調査に係る報告を受けたときは、そ

の結果について当該競争入札の審査を所掌する資格審査委員会に諮り、失格

とするか否かを決定し、その旨を発注機関の長に通知するものとする。ただ

し、低価格入札者が第７条第１項第６号に該当の場合は、資格審査委員会に

諮らず、失格とする。 

２ 第１項の決定は、第１順位者から順次行い、失格としない決定をした場合

は、以下の順位者の決定は行わないことができる。 

 

 （相手方への通知） 

第14条 第13条第１項により失格とした場合（ただし書による場合を除く。）、発

注機関の長は、失格とした者に落札者としない旨を文書により通知するものと

する。 

 

 （調査結果の報告） 

第15条 発注機関の長は、第13条の資格審査委員会の結果について理事長から報

告を求められたときは、第11条第２項の低入札価格調査票を添えて報告するも

のとする。 

 

 （要領の公表） 

第16条 この要領は、公表するものとする。 

 



6 
 

附 則 

１ この要領は、本部医事・契約・訟務担当が所管する。 

２ この要領は、令和７年10月14日から施行する。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和７年10月13日までに入札公告等したものにつ

いては、なお従前の例による。 
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別表１（第４条第１項第一号関連） 

業種区分 ① ② ③ ④ 

工事系業務 

直接工事費の額

に10分の９．７

を乗じて得た額 

共通仮設費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

現場管理費の額に

10分の９を乗じて

得た額 

一般管理費等の額

に10分の６．８を

乗じて得た額 

建物管理業務 

直接人件費の額

に10分の９．７

を乗じて得た額 

直接物品費の額

に10分の９．７

を乗じて得た額 

業務管理費の額に

10分の９を乗じて

得た額 

一般管理費等の額

に10分の６．８を

乗じて得た額 

測定業務 

直接人件費の額 調査費の額 

諸経費の額に10分

の５を乗じて得た

額 

 

直接測量費の額 測量調査費の額 

諸経費の額に10分

の５を乗じて得た

額 

 

調査業務 

直接調査費の額 

間接調査費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

解析等調査業務費

の額に10分の８を

乗じて得た額 

諸経費の額に10分

の５を乗じて得た

額 

直接人件費の額 調査費の額 

諸経費の額に10分

の５を乗じて得た

額 

 

コンサル

タント業

務 

 

建

築 

系 

直接人件費の額 特別経費の額 

技術料等経費の額

に10分の６を乗じ

て得た額 

諸経費の額に10分

の６を乗じて得た

額 

土

木 

系 

直接人件費の額 直接経費の額 

その他原価の額に

10分の９を乗じて

得た額 

一般管理費等の額

に10分の５を乗じ

て得た額 

直接人件費の額 直接経費の額 

技術経費の額に10

分の６を乗じて得

た額 

諸経費の額に10分

の６を乗じて得た

額 

補

償 

系 

直接人件費の額 直接経費の額 

その他原価の額に

10分の９を乗じて

得た額 

一般管理費等の額

に10分の５を乗じ

て得た額 

直接人件費の額 直接経費の額 

技術経費の額に10

分の６を乗じて得

た額 

諸経費の額に10分

の６を乗じて得た

額 
 
※工事系業務とは、雑草刈払いや樹木伐採等、積算体系を工事とする業務委託をい

う。 
※建物管理業務とは、建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監

視、清掃、執務環境測定等及び警備並びに廃棄物処理に関する業務委託をいう。 
※測定業務とは、環境計量業務等、計量数値を得ることを目的とした業務をいう。 
※「測定業務」、「調査業務」及び「コンサルタント系業務」においては、該当する積

算基準書等の体系により、適切な段を使用する。 
 
注１ 上記①から④は、円未満を切り捨てた額とする。 
注２ 複数の業種を一括して発注する場合の第４条第１号の「合計額」は、それ

ぞれの業務の業種区分の上記①から④を一括合計した金額とする。 
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別表２（第５条第１項第一号関連） 

業種区分 ① ② ③ ④ 

工事系業務 

直接工事費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

共通仮設費の額

に10分の８を乗

じて得た額 

現場管理費の額に

10分の８を乗じて

得た額 

一般管理費等の額

に10分の３を乗じ

て得た額 

建物管理業務 

直接人件費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

直接物品費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

業務管理費の額に

10分の８を乗じて

得た額 

一般管理費等の額

に10分の３を乗じ

て得た額 

土木系コンサ

ルタント業務 

直接人件費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

直接経費の額に

10分の９を乗じ

て得た額 

その他原価の額に

10分の８．５を乗

じて得た額 

一般管理費等の額

に10分の３を乗じ

て得た額 

 
※工事系業務とは、雑草刈払いや樹木伐採等、積算体系を工事とする業務委託をい

う。 
※建物管理業務とは、建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監

視、清掃、執務環境測定等及び警備並びに廃棄物処理に関する業務委託をいう。 
注１ 上記①から④は、円未満を切り捨てた額とする。 
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参考 

低入札価格調査の実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札・開札（調査基準価格未満の入札があった場合） 

失格基準価格による判断 

資格審査委員会への諮問 

 

落札の保留 

調査実施の通知 

低入札価格調査 

失     

 

 

 

 

格 

入札額が失格基準価格以上 

入札額が失格基準価格未満  

対象者が調査に協力せず 

対象者が調査に協力 

失格とする決定  

契約・業務着手 

失格基準価格なし 

失格としない  
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様式（第 11 条関係） 

第    号 

令和  年  月  日 

 

        様 

 

 

                                 発注機関の長  

 

 

低価格入札者に対する調査の実施について（通知） 

 

 下記のとおり低価格入札者に対する調査を実施しますので通知します。ついては、必要

書類を準備の上、出席してください。 

 

記 

 

１ 調査対象委託業務 

 

２ 低価格入札者に対する調査（以下は対面調査の場合の例示。他の調査では適宜修正す

ること。） 

 (1) 調査日時      令和  年  月  日（ ）○時から 

 (2) 集合（調査）場所  ○○センター ○○会議室 

 (3) 提出資料等     １．○○ 

             ２．○○ 

 

３ 出席者 

  今回の入札に係る業務内容を熟知し、入札金額決定の経緯について会社を代表して回

答ができる方 

 

４ 留意事項 

  低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を提出しないときは、契約締結

の意思がないものとみなして失格とします。 

 

 

 

                        担 当 

                        電 話 
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様式（第 11 条関係） 

低入札価格調査票 

１ 調査概要 

 

業 務 名 

  

所 属 名 

 

 

低価格入札者 

  

入札年月日 

 

令和  年  月  日 

 

予 定 価 格 

  

調査年月日 

 

令和  年  月  日 

 

調査基準価格 

  

入 札 価 格 

 

２ 調査結果 

調 査 項 目 調査結果及び発注機関の長の意見 

①入札金額の決定理由 

 

 

②入札金額見積内訳書の内容  

③配置予定技術者の具体的体制及びそ

の経歴 

 

④現在の受託業務の状況及び配置予定

の技術者の状況 

 

 

⑤過去に受注した類似業務の状況 

 

 

 

⑥再委託代金の支払状況 

 

 

 

⑦その他必要な事項 

 

 

 

 

１ 発注機関の長は、低価格入札者からの事情聴取結果や関係機関等への照会結果を踏ま

え、意見を記載すること。 

２ ヒアリング結果等、低価格入札者等から提出させた資料を添付すること。 
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様式（第 13 条関係） 

 

低 入 札 価 格 調 査 の 結 果 

 

下記入札者を落札者      １．した       ＊ 

         又  は         と 

下記入札金額を適正      ２．しなかった 

  

 

発注機関名：            

１．委託業務の名称  

２．履行箇所  

３．予定価格（税抜き） 金             円 

４．調査基準価格（税抜き） 金             円 

５．失格基準価格（税抜き） 金             円 

６．入札金額（税抜き） 金             円 

７．入札年月日 令和   年   月   日 

８．入札者名  

９．調査に対する所見  

 ＊該当するいずれかの番号に○印を付すこと。 
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様式（第 14 条関係） 

第    号 

令和  年  月  日 

 

         様 

 

 

                                 発注機関の長  

 

 

低入札価格調査結果通知書 

 

 令和  年 月 日に開札した、競争入札の下記の委託業務について、落札の決定を保留

していましたが、貴社の入札価格によって当該契約の内容に適合した履行がなされるかどう

かを調査した結果、貴社の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

がある、又は契約に付す条件を満たせないと認め、落札者としないことに決定しましたので

通知します。 

 

記 

 

１ 委託業務の名称 

 

２ 履行箇所 

 

３ 予定価格及び入札価格等 

 

(1) 予定価格（税抜き）           円 

 

(2) 調査基準価格（税抜き）         円 

 

(3) 入札価格（税抜き）           円 

 

４ 契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めた理由 

 

 

 

 

 

 

 

これらの価格は、落札者決定後

に公表している事項（ただし、

予定価格は事後公表の対象と

なるものに限る。以下同じ。）

であるため、低入札失格者への

通知は、低入札調査結果の審査

により失格となった時点では

なく、落札者決定後に行う必要

がある。 

また、入札が不成立（不落）と

なった場合は、再入札（再度公

告）の落札者決定後にこの予定

価格及び調査基準価格を知ら

せることとし、記載しないで通

知する。 

【例】 

 ○低入札価格調査の結果、入札金額決定理由において明確な根拠が示せなかったため。 

                                         

 など 

 ※ 実施要領第９条及び第 13 条１項ただし書に定める失格は通知を要さない。 
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様式（第 15 条関係） 

 

第     号  

令和  年  月  日  

 

 

 理事長 様 

 

 

                                  発注機関の長  

 

低入札価格調査結果について（報告） 

 

 低入札価格調査の結果について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 低入札価格調査の結果     様式（第 13 条関係）のとおり 

 

２ 入札結果表          低入札価格調査票のとおり 

  

３ その他必要な資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        担 当 

                        電 話 


